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富山短期大学付属みどり野幼稚園重要事項説明書 

１ 事業の目的 

  富山短期大学付属みどり野幼稚園（以下、「当園」といいます。）は、以下の運営

法針に基づき、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満３歳以上

の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行

い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心

身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的と

します。 

 

２ 教育理念 

  当園では遊びを中心とした日々の生活経験を通じて、生涯にわたる人間形成の基礎

を培っています。 

① 教師が子どもとの信頼関係を築き、豊かな自然などのよりよい環境を子どもと共に

創り出すことを通して、この時期にふさわしい心豊かな生活を子どもたちに保障す

るように努めます。 

② 幼児の生活は、家庭を基盤とし、地域社会とも連なっていることを重視し、家庭と

の密接な連携や地域社会との関わりを大切にします。 

 

３ 運営の方針 

・当園は、良質な水準かつ適切な内容の教育・保育の提供を行うことにより、すべて

の入園する子ども（以下「園児」という。）が健やかに成長するために適切な環境

が等しく確保されるよう努めます。 

・当園は、子どもの最善の利益を考慮し、幼児期にふさわしい教育及び生活の場を保

障するように努めます。 

・当園は、教育・保育に関する専門性を有する職員が、家庭との密接な連携の下、園

児の状況や発達過程を踏まえ、教育と保育を一体的に行います。 

・当園は、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、地域や家庭からの信頼

のもと、子どもたちが安心して自己発揮できるよう、教育・保育活動をすすめると

ともに、園児の保護者や地域の子育て家庭に対する支援等を行います。 

・当園は、「富山県就学前の子どもに関する教育、保育等総合的な提供の推進に関す

る法律に基づく認定の要件を定める条例（平成１８年富山県条例第５０号）」及び

その他の関係法令・通知等を遵守し、事業を実施します。 

 

４ 当園の概要（２０２５．４．１現在） 

名称 富山短期大学付属みどり野幼稚園 

開園年月日 １９７７年４月１日 

経営主体 学校法人富山国際学園 
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園長氏名 宮田 徹 

認可定員 １１０名（１号認定９０名 ２号認定２０名） 

利用定員(年齢別) 

3 歳児  ３６名（１号認定３０名 ２号認定６名） 

４歳児  ３７名（１号認定３０名 ２号認定７名） 

５歳児  ３７名（１号認定３０名 ２号認定７名） 

合計  １１０名（１号認定９０名 ２号認定２０名） 

職員数 ２０名 

特別保育の実施状況 延長保育、一時預かり、親子サークル 

職員への研修実施状況 

職種、経験に基づき各自の仕事のレベルを高めるために全て

の職員に実施（こども支援課主催の研修や他の研修に積極的

に参加し保育の質の向上に努めています。） 

嘱託医 
嶋尾小児科医院  嶋尾 智 

高畠歯科医院   高畠 隆 

 

５ 教育目標 

 ・心も体も健康でいきいきとした子ども 

 ・自分の思いや考えにもとづいて、園の生活に取り組む子ども 

 ・友だちと共に園の生活を楽しみ、意欲的に行動する子ども 

 ・身近な自然や人とのかかわりに心を動かし、感じたことや考えたことを素直に表現

する子ども 

 

６ 提供する教育・保育の内容 

  当園は、幼稚園教育要領（学校教育法（昭和 2２年法律第２６号）第２５条の規定

に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。）及び幼保連携型認定

こども園教育・保育要領（就学前の子どもに関する教育、保育等の推進に関する法

律（平成１８年法律第７７号）第１０条第１項の規定に基づき、内閣総理大臣、文

部科学大臣及び厚生労働大臣が定める事項をいう。）及び保育所保育指針(児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準(昭和２３年厚生省令第６３号)第３５条の規定

に基づき、厚生労働大臣が定める事項をいう。)に基づき、以下に掲げる教育・保育

その他の便宜の提供を行います。 

（１） 教育・保育（第８条に規定する時間において提供する教育・保育をいう。以下

同じ。） 

（２） 送迎 

（３） 食事の提供 

（４） 子育て支援事業 

（５） 延長保育事業 

（６） 一時預かり事業 

（７） その他教育・保育に関する行事等  
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７ 保育内容の特色 

（１） 保育室から園庭につながるオープンな環境の中で、心も体もいきいきと、自分

の思いや考えにもとづいて、主体的に取り組む力を育てます。 

（２） 様々な体験を通して、一人一人の育ちを大切にする教育・保育を行っています。 

（３） 友だちとかかわりながら、共に生活する喜びを感じることのできる保育をし

ています。 

（４） 自然の中で、感動体験や物事に対する興味関心、探求心を育てています。 

（５） 隣接する大学・短大と連携して、遊びや行事などの充実を図っています。 

 

８ 職員構成 （２０２５．４．１現在の人数） 

園長  1名         副園長  1 名    

                     ＜その他（臨時教諭等）＞ 

園長 １名 保育教諭 ７名 

副園長 １名 園務助手 １名 

主幹保育教諭 １名 バス添乗員 １名 

保育教諭 ５名 バス運転手 １名 

看護師 １名   

  合計 １９名 

  嘱託医 ２名 

 

 

９ 開園日・開園時間及び休園日（２０２５年度） 

＜１号認定＞ 

開園日 開所時間 教育提供時間 一時預かり保育 休園日 

月曜日 

 ～ 

金曜日 

 

７：３０ 

 ～ 

１８：３０ 

９：００ 

 ～ 

１４：３０ 

＜教育を実施する日＞ 

７：３０～９：００ 

１４：３０～１８：３０ 

＜教育を実施しない日＞ 

７：３０～１８：３０ 

土曜日 

日曜日 

祝日 

開学記念日（１０／１） 

夏季休業 

（７／２１～８／３１） 

冬季休業 

（１２／２１～１／７） 

春季休業 

（３／２１～４／７） 

※一時預かり保育の利用に当っては、通常の保育料の他に、別途、保育料が必要となりま

す。 
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＜２号認定＞ 

開園日 開所時間 保育提供時間 延長保育 休園日 

月曜日 

 ～ 

金曜日 

 

 

 

７：３０ 

 ～ 

１８：３０ 

保育標準時間 

７：３０～ 

１８：３０ 

 

 

 

土曜日 

日曜日 

祝日 

年末年始 

（１２／２９～１／３） 

保育短時間 

８：３０～ 

１６：３０ 

７：３０～８：３０ 

又は 

１６：３０～１８：３０ 

※延長保育の利用に当っては、通常の保育料の他に、別途、保育料が必要となります。 

 

１０ 給食等について 

当園の給食 

・委託業者の栄養士が献立を作成しています。 

・当園の給食は、お子さんの心身の健全育成を図るために、発

育・発達状況にあった適切なエネルギーや栄養素の量を確保

し、食に関する嗜好や体験が広がるように、多様な食品や料

理を組み合わせて提供しています。 

・卵アレルギーに対応した給食を提供しています。 

・衛生管理や食事環境にも十分留意しています。 

食育の推進 

・食事を楽しく食べる体験を通して、食への関心を育み、生涯

にわたって健康でいきいきとした生活を送る基礎となる「食

を営む力」を培うことを目標としています。 

 

１１ 当園と保護者との連絡について 

  当園でのお子さんの状況や家庭での状況は、送迎時に、個別に連絡をとりあいます。

また、バス通園のお子さんの状況については連絡帳を活用しています。 

月に１回園だよりを発行し、月の行事や共通連絡事項などをお知らせします。他に

クラスだより等を発行します。 

・園だより…毎月発行（前月末に配布） 

・クラスだより…年１５回程度発行 

・給食だより…毎月発行 

・保健だより…毎月発行         

 

１２ 利用料金について 

（１）保育料（利用料） 

基本的な利用者負担額は無償です。 

 （２）保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 

保護者に負担いただくものとして以下のものがあります。 

①入園手数料               １,０００円（１号認定のみ） 
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②教育環境充実費            ３０,０００円 

③入園準備品・入園準備教材費       ９,５００円程度 

  （徴収額は年齢等によって異なります。） 

③ 給食費 １号認定 ５,５００円   ２号認定  ７,4００円 

     （令和７年度は富山市給食費負担軽減事業により、減額した額で 

徴収します 1 号認定 ４,５００円  2号認定 ６,０００円） 

  （市町村によって、副食費徴収免除・軽減の対象となることもあります） 

⑤行事等の実施に伴う経費         必要に応じた額 

（徴収額は年齢等によって異なります。） 

⑥通園バス代（通園バス利用児）      ２,５００円（登降園利用） 

                     １,５００円（片道利用） 

⑦その他当園の教育・保育の実施について通常必要とされるものに係る経費                 

⑧保護者会から保護者会費の徴収があります。年４,5００円（令和 6 年度） 

（３）延長保育料（２号認定） 

     ７：３０～ ８：３０    １００円 

    １６：３０～１７：３０    １００円 

１７：３０～１８：３０    ３００円（おやつ代１００円含む） 

（４）一時預かり（１号認定） 

    ７：３０～ ８：００    １００円 

    ８：００～ ９：００    １００円 

１４：３０～１７：３０    1時間１００円（おやつ代１００円別途）※ 

    ※行事等で半日保育を実施する場合、１１：３０～１４：３０までを 

含みます。 

   １７：３０～１８：３０    ３００円（おやつ代１００円含む） 

   夏季・冬季・春季休業中 

    ７：３０～ ８：３０    １００円 

    ８：３０～１２：３０    ４時間４００円 

   １２：３０～１６：３０       （おやつ代１００円別途） 

   １６：３０～１７：３０    １００円 

   １７：３０～１８：３０    ３００円（おやつ代１００円含む） 

     （申請書を提出し、保育が必要だと認められた１号認定の方（新２号）は、 

１１，３００円までの預かり保育料が無償となります）  

１３ 利用の終了に関する事項    

   当園は、以下の場合は保育の提供を終了いたします。 

（１） 児童が小学校に就学したとき 

（２） 児童の保護者が、児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当

しなくなったとき 

（３） その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 
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１４ 緊急時における対応方法 

アレルギー児への対応、ケガの対応、感染症の対応、食中毒等の緊急時における

対応や関係機関や保護者との連絡方法、職員の体制作りなどについて園独自のマニ

ュアルを作成し、保護者や関係機関との連携を図りながら、健康及び安全に努めて

います。 

緊急時の連絡はメール等で行います。保護者の方の緊急連絡先等の提供をお願い

しています。 

 

１５ 非常災害対策 

   火災・地震・台風・水害・竜巻・津波等の非常災害等に対し、児童の安全を確保

するための具体的な計画及びマニュアルを作成しています。その計画に基づき、児

童の避難及び関係機関への連絡のための体制を整備し、職員への周知と児童の避難

方法などの対策を講じています。年間計画に基づき月１回以上、災害を想定して訓

練を実施しています。また、職員の防災意識の向上に努めています。 

 ・緊急時の保護者への連絡はメール等で行います。 

 ・災害時の避難場所は、状況によって適宜本部を設け安全に努めます。 

   火災時…富山国際学園呉羽キャンパス内グランド   

津波発生時…富山国際学園呉羽キャンパス講義棟 など 

 ・引き渡し方法は、年に１度引き渡し訓練を行い保護者に周知を図ります。 

 

１６ クラス編成  （２０２５．４．１現在の人数） 

  園長 1       副園長 1      主幹保育教諭 1 

 満３歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計 教諭 

 １号 １号 ２号 １号 ２号 １号 ２号  担任 副担任 

はと組      １8 ７ ２５ 1 

５ 

ひばり組    ２１ ７   ２８ 1 

つばめ組  １６ ５     ２１ １ 

３ 
うぐいす組

（１０） 
       ０ 1 

合計  １６ ５ ２１ ７ １８ ７ ７４  

（預かり保育担当教諭） 1 
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１７ 年間主要行事予定（２０２５年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 行 事 内 容 

4 月 ★入園式 ★★親子交流会 ★保護者会総会 ★ふれあい遠足 

5 月 ★保育参加及び学年懇談会 

6 月 ★親子活動 ●科学博物館見学 ★保育参加及び学年懇談会 

7 月 ●お泊り保育 ★個別懇談会 ★★こども祭り 

8 月 水遊び ★ぺんぎん組遊び大会 

9 月  

10 月 ★★運動会 遠足 園外保育 

１１月  

１２月 ★こども劇場 ★年長個別懇談会 クリスマス会 同窓会 

1 月 もちつき ★年中・年少保育参加 ★年中・年少個別懇談会 

2 月 豆まき レストラン会食 ★年長保育参加 ●園外保育 

3 月 ひなまつり会食 ●★お別れ会 園外保育 ★卒園式   

（月例行事）身体計測 交通安全指導 災害時対応訓練  

（保健行事）内科健診 歯科健診 眼科検診 耳鼻科検診 運動器検診 尿検査 視力測定 聴力測定 
★は保護者参加 ★は家族参加 ★は祖父母参加 ●は年長児のみ参加  
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１８ ディリープログラム 

※午睡は原則年少児の１学期及び夏季に実施します。夏季は年中・年長児も実施します。 

 実際の実施に際しては、個別の状況に応じて調整します。 

 

１９ 保健活動・健診など 

 

時間 １号認定 時間 ２号認定 

 
7：30 

 
 

9 : 00 
 
 
 

 
 
 
10：45 

 
11：00 

 
 

 
 
12：00 

 
 
 
 

13：00 
 
 
 
 
14：30 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
18：30 

 
預かり保育 
 
 
登園 
 
 
室内や園庭
で遊ぶ 
 
 
片付け 
 
クラス活動 
 
 
 
 
昼食準備 
昼食 
 
 
 
クラス活動 
 
 
 
降園準備 
降園 
 
預かり保育 
開始 
おやつ 
 
異年齢児と
遊ぶ 
 
 
預かり保育
終了 

 
落ち着いた雰囲気の中
で異年齢児と遊ぶ 
 
挨拶をし、健康観察を
受ける 
所持品の始末をする 
興味,関心のある遊びを
楽しむ 
 
 
排泄、手洗いをする 
 
話し合い、歌、絵本、リ
ズム遊び、散歩、などを
楽しむ 
 
排泄、手洗いをする 
食事の準備をする 
楽しく食事をする 
歯磨きをする 
片付ける 
 
戸外,室内等で興味,関心
のある遊びを選んで楽
しむ 
 
帰りの集まりをする 
降園する 
 
 
楽しくおやつを食べる 
 
 
家庭的な雰囲気の中で
ゆったりと過ごす 

 
7：30 
 
8：30 

  
 
 
 
 
 
 

10：45 
 

11：00 
 
 
 
 
12：00 
 
 
 
 
13：00 
 
 
13：30 
 
14：30 
 
 
 
 
16：00 
16：30 
 
 
 
18：30 

（短時間） 
延長保育 
 
登園 
 
 
 
室内や園庭
で遊ぶ 
 
 
片付け 
 
クラス活動 
 
 
 
 
昼食準備 
昼食 
 
 
 
クラス活動 
 
 
午睡 
 
起床 
異年齢児と
遊ぶ 
おやつ 
 
降園準備 
降園 
延長保育開
始 
 
延長保育終
了 

（標準） 
登園 
 
 
 
 
 
室内や園庭
で遊ぶ 
 
 
片付け 
 
クラス活動 
 
 
 
 
昼食準備 
昼食 
 
 
 
クラス活動 
 
 
午睡 
 
起床 
異年齢児と
遊ぶ 
おやつ 
 
 
 
 
 
降園準備 
降園 

 
挨拶をし、健康観察を受
ける 
所持品の始末をする 
落ち着いた雰囲気の中
で異年齢児と遊ぶ 
 
興味 ,関心のある遊びを
楽しむ 
 
 
排泄、手洗いをする 
 
話し合い、歌、絵本、リ
ズム遊び、散歩、などを
楽しむ 
 
排泄、手洗いをする 
食事の準備をする 
楽しく食事をする 
歯磨きをする 
片付ける 
 
戸外,室内等で興味,関心
のある遊びを選んで楽
しむ 
 
 
 
 
 
楽しくおやつを食べる 
 
 
家庭的な雰囲気の中 
でゆったりと過ごす 
 

保健活動 身体計測(毎月)・夏季午睡(２号認定)・１学期午睡（２号認定３歳児） 

健診・検査 

内科健診・歯科健診…春・秋   

眼科検診・耳鼻科検診・運動器検診…春 

視力測定…春・秋 

聴力検査…春 

検尿・蟯虫検査…春 

安全指導 交通安全指導・災害時対応訓練・不審者対応訓練 

災害共済 独立行政法人日本スポーツ振興センターに加入 
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２０ 虐待の防止のための措置 

   当園は、子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため、必要な体制の整備を行

うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じ、児童虐待等の早期

発見に努めています。子育てでお困りのことがありましたら、いつでもご相談くだ

さい。 

 

２１ 要望・苦情等に関する相談窓口 

   当園は、保護者の意見・要望・苦情等に適切な対応を図るため、苦情解決責任者

である園長の下に、苦情受付担当者を決め、受付から解決までの手続きを明確化し、

話し合いにより意見・要望等の円滑な解決に努めます。 

   ※苦情解決責任者   園長    

苦情受付担当者   副園長  

 

２２ 個人情報の保護について 

  当園は、学校法人富山国際学園個人情報の保護に関する規程に基づき、園児及び

その保護者等の個人情報を適切に取り扱うとともに、園児の発達援助のための関係

機関との連携、保護者への伝達、保育者同士の交流や地域交流などに必要な情報交

換等については、関係者の承諾を得て適切に進めるよう努めます。 

 

２３ 保健衛生について 

当園の学校保健計画に基づき、園児の保健衛生に努めます。 

感染症に対しては、園医及び看護師との連携により予防に努めるとともに、学校

保健安全法に基づく、当園の規定に従って対応します。なお、感染症などの情報は、

掲示板等で随時、お知らせいたします。 
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【施設の概要】 

⑴ 敷地面積 

   ３,２１７.１３㎡ 

⑵ 建物延面積 

   １,３１２.４０㎡ 

⑶ 建物構造 

                

 

【付近見取り図】 

   


